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公立大学法人三重県立看護大学中期目標 

 

 

 

基本的な目標 

 

 

 

公立大学法人三重県立看護大学（以下「法人」という。）は、三重県に

おける看護学教育・研究の中核的機関として、質の高い人材を養成すると

ともに、社会に開かれた大学として、教育・研究を推進し、その成果を社

会に還元することにより、三重県はもとより国内外の看護の発展と保健・

医療・福祉の向上に寄与するため、大学を設置し、管理することを目的と

する。 

この目的を実現するためには、三重県立看護大学が県民の支援のもとに

ある地域に立脚した大学であることを、法人が深く認識し、教育研究活動、

地域貢献活動及び大学運営を活性化させることによって魅力ある大学づ

くりを進めていくことが必要である。 

よって、三重県は、法人が自主的、自律的かつ効率的な大学運営を行い、

より一層県民の期待や負託に応えていくよう、この中期目標を定め、法人

に指示する。 
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(1)教育の成果に関する目標 

ア 学部 

高い倫理観を基盤とした幅広い教養と豊かな人間性を具え、自律

的・創造的に看護を実践することにより、三重県ならびに国内外の保

健・医療・福祉の向上や看護の質の向上に貢献する人材を育成する。 

 

イ 研究科 

卓越した看護実践能力と先駆的な研究能力を有し、看護の質の向上と

看護学の発展に貢献する高度な看護専門職者としての人材を育成する。 

 

(2)教育内容に関する目標 

ア 学部 

①優秀な学生の確保 

ａアドミッションポリシーの明確化 

大学が求める人材像にかなった優秀な学生を確保するため、教育理

念に基づいたアドミッションポリシーを明確にし、積極的な情報提供

を行う。 

 

ｂ適切な選抜の実施 

現行の入試制度の検証を行い、選抜方法の継続的な検討と改善を図

る。 

 

②教育課程及び教育内容の充実 

ａ教育課程の充実 

教育の成果を上げるため、教育理念に基づく適切な教育課程を編成

する。 

ｂ教育方法・内容の充実 

学生の勉学意欲を引き出し、能力を高める効果的な教育を実施する

ため、授業内容の工夫や指導方法等の改善等により教育方法と内容の

充実を図る。  

●目標値については、特に説明のない限り、単年度の達成目標  
●基準値＝H14～19年度の6年間の平均値 
●目標値：「前年度比１０％増」の考え方  
     ２１年度目標（Ａ） ＝ 基準値×１．１ 
     ２２年度目標（Ｂ） ＝ （Ａ）×１．１ 
     ２３年度目標（Ｃ） ＝ （Ｂ）×１．１  
    以降 ２４～２６年度も同様  
               (以下、中期目標の各項目について同じ) 
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ｃ公正な成績評価の実施 

公正な成績評価の実現に向け、各科目の学習目標や成績評価基準を

明確にする。  

ｄ卒業生への継続的教育 

卒業生が卒業後も引き続き看護職としての資質を向上させていくた

めの教育や支援を行う。 

ｅ多様な学習ニーズへの対応の充実 

生涯学習のニーズ等に応えるため、本学での学習を希望する者を受

け入れる多様な教育形態を整備する。 

 

イ 研究科 

①優秀な学生の確保 

ａアドミッションポリシーの明確化 

研究科が求める人材像にかなった優秀な学生を確保するため、教育

理念に基づいたアドミッションポリシーを明確にし、積極的な情報提

供を行う。  

ｂ適切な選抜の実施 

看護学研究科での修学に支障がない学力を適正に評価するとともに

入学者数の充足を図るため、現行の入試制度の検証を行い、選抜方法

の継続的な検討と改善を図る。 

②教育課程及び教育内容の充実 

ａ教育課程の充実 

教育の成果を上げるため、教育理念に基づく適切な教育課程を編成

する。 

ｂ教育方法・内容の充実 

学生の勉学意欲を引き出し、能力を高める効果的な教育を実施する

ため、授業内容の工夫や研究指導方法の改善等により教育方法と内容

の充実を図る。  

ｃ公正な成績評価の実施 

公正な成績評価の実現に向け、各科目の学習目標や成績評価基準を

明確にする。 

ｄ多様な学習ニーズへの対応の充実 

大学院での学習を希望する現職看護職者等の要望に応えるため、多

様な教育形態を整備する。 

 

(3)教育の実施体制等に関する目標 

①教育体制の充実 
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学部・研究科の教育を効果的に実施するため、学内の教員相互の連携

や学外の関係機関等との連携による教育体制を整備する。 

②ファカルティ・ディベロップメント（FD）活動の充実 

より質の高い教育を実施するため、ファカルティ・ディベロップメン

ト活動を継続し、より充実させる。 

③教育環境の整備 

教育活動を効果的に行うため、施設・設備・図書等の教育環境を計画

的に整備する。  

 

(4)学生の支援に関する目標 

①学習支援 

学習に関する疑問や悩みを気軽に相談できる支援体制を整備すると

ともに、自主的な学習を促進するための支援の充実を図る。 

②国家試験対策の充実 

看護師、保健師及び助産師の国家試験支援体制を強化し、合格率 100％

を目標とする。 

③生活支援 

学生が、心身ともに健やかな学生生活を送ることができるよう、生活

相談や健康相談等に柔軟、確実に対応する。 

④就職支援 

就職を希望する学生全員の就職と新卒就職者の 50%以上の県内への就

職を目標として、就職情報の提供や相談及び指導体制の充実を図る。ま

た、採用や就労にかかる情報交換を緊密に行うなど、就職支援を効果的

に実施できるよう医療機関等との関係構築を進める。 

⑤卒業後の支援 

卒業生が専門職として活躍できるように、卒業後のフォローアップを

行う。 

 

 

２ 研究に関する目標 

 

三重県立看護大学の研究活動をさらに活性化し、研究の成果の普及と社

会への還元を図り、もって保健・医療・福祉の向上に資するため、研究に

関する数値目標を次のとおりとする。 
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品質向上活動に取り組む。 

 

 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標 

 

学問の進展や社会の要請に応じた教育研究活動を効果的･効率的に実施

していくため、必要に応じ、教育研究組織の見直しを行う。 

 

 

３ 人事の適正化に関する目標 

 

(1)適切な人材マネジメントの実施 

人事に関するマネジメントは、大学の教育研究活動の状況や職務の

特性を踏まえ、適切に実施する。 

 

(2)職員の確保 

大学の教育研究の質を向上させるとともに、円滑で効果的な法人運

営を行うため、優秀な職員（教員及び事務職員をいう。事務職員には技

術職員及びその他の職員を含む。以下同じ。）を確保するための方策を

講じる。 

 

(3)教員の育成と能力向上 

教員の資質と意欲を高め、教育研究の質の向上と地域貢献への活動

を活性化するため、評価や研修等の制度と体制を整備する。 

 

(4)事務職員の育成と能力向上 

事務職員の能力、資質及び業務に関する専門性の向上を図るための

評価や研修等の制度と体制を整備する。 

 

(5)服務制度の整備 

大学の教育研究活動の状況や職務の特性を踏まえた法人の服務制度

を整備する。 
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Ⅶ その他業務運営に関する重要目標 

 

１ 危機管理に関する目標 

 

学生及び職員の心身の安全・健康確保のための体制を整備し、事故・災

害・犯罪の未然防止や安全衛生管理に取り組むとともに、常に危機管理意

識を持った業務運営を確立する。 

 

 

２ 人権の保護に関する目標 

 

学生及び職員の人権意識の向上に積極的に取り組むとともに、セクシュ

アル･ハラスメントやパワー･ハラスメント等の行為の発生防止と対応の

体制を充実する。 

 

 

その他の記載事項 

 

な    し
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語句説明                       ≪中期目標≫ 

 

 

頁 語  句 説      明 

３ アドミッションポリシー  入学者受入方針。各大学・学部等が、その教育理念や特色等を

踏まえ、どのような教育活動を行い、また、どのような能力や適

性等を有する学生を求めているのかなどの考え方をまとめたも

の。入学者の選抜方法や入試問題の出題内容等にはこの方針が反

映されます。 

 

５ ファカルティ・ディベロッ

プメント 

 授業内容・方法を改善し、向上させるための組織的な取組の総

称。具体的な例としては、新任教員のための研修会の開催、教員

相互の授業参観の実施、推進のための組織の設置などを挙げるこ

とができます。 

 

９ 経営品質向上活動  組織の目標（あるべき姿）に向かって、改善・改革を継続的に

進めていく活動のこと。三重県では、県行政全体、各部局、各職

場それぞれにおいて、顧客本位の立場から「何のために、誰のた

めに仕事をしているのか」を再確認しながら、行政サービスの質

の向上をめざしています。 

 

１２ セクシュアル･ハラスメン

ト 

 労働や教育など、公的な場において、他者を性的対象物におと

しめるような行為をすること。特に、労働の場において、女性に

対して、女性が望んでいない性的意味合いをもつ行為を、男性が

行うこと。性的いやがらせ。性的脅迫。 

 

１２ パワー･ハラスメント  職場内の人間関係において発生する、いじめや嫌がらせのこ

と。上司が部下に対して行う嫌がらせや、高い職能をもつ者がそ

うでない者に対して行う嫌がらせなど。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


